
こちらは、「令和８年度 自主防災組織育成強化事業補助金」の注意事項・記載例をまとめた冊子です。
こちらをご一読いただき、ご不明な点等ありましたら、地域防災課までお問い合わせください。

令和８年度 自主防災組織育成強化事業補助金 説明会
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焼津市役所地域防災課 防災対策担当 松永・⾧島

Tel：054-623-2554 Fax：054-625-0132 Mail : tiikibousai@city.yaizu.lg.jp
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《２》 申請書・実績報告書・請求書・領収書に関する注意点
□ 各事業とも、２回の手続きが必要です。
①事前の「交付申請」 ②完了後の「実績報告」

□自主防災会の名称、氏名は、全ての書類で同じとし、氏名は自主防災会⾧
(焼津地区では自治会⾧、大井川地区では町内会⾧)のお名前を記入してください。

□請求書（第９号様式）のみ、押印が必要です。役職印（角印）か、私印（認印）を
押印してください。また、シャチハタ印は無効ですので、ご注意ください。

□実績報告時に、口座情報の記載された通帳の写しを提出してください。
□ 領収書は、「○○自主防災会」宛の、「但し書」と「印鑑」付きのものを受領してください。
□ 感熱紙（レシート）を領収書とする場合は、コピーしたものを提出してください。
□ 前金払いを希望する場合は、地域防災課に事前にご相談ください。

補助金申請時の注意点 全事業共通
《１》 補助金の使用用途・回数に関する注意点

□ 飲食に関する費用（会議や訓練時のお茶・お菓子・お弁当等）、
自主防災組織に属する者の人件費（役員手当、会議・研修・訓練参加費）は補助の対象外です。

□ 補助金の併用はできません。
【例】１ 組織運営事業、２ 資機材整備事業の補助金を併用し、発電機１台の購入は不可

□ 補助の回数は、各事業につき１回までとします。
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《３》 支払方法・購入方法に関する注意点
□支払いは、現金で行ってください（口座振込可）。キャッシュレス決済（PayPay、TOICA等）、

クレジットカード、ポイント支払いは、補助の対象外です。
□ レジでポイントカードを提示しないでください。

ポイントカードを提示したお支払いは、補助の対象外となります。
□ インターネットでの購入を検討される場合は、以下を事前に確認してください。

・現金での支払い（代金引換等）ができること
・宛名が「○○自主防災会」の領収書を取得できること

補助金申請・報告時の注意点
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《４》 書類提出に関する注意点
□ 書類の提出前にご連絡いただけますと、より円滑にお手続きできます。
□ FAX、メール等で、申請内容の事前確認も可能です。

電話：623-2554 FAX：625-0132 メール：tiikibousai@city.yaizu.lg.jp

補助金申請時の注意点 全事業共通



補助メニューについて
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１ 組織運営事業 全自主防災会必須
補助対象：防災に関する研修・会議等に要する経費、訓練経費、資機材の購入費や修繕費

補助額：『令和８年度 焼津市自主防災組織育成強化事業 組織運営事業補助金の内示に
ついて』記載の補助金内示額

２ 資機材整備事業 希望制
補助対象：防災全般の資機材購入※対象品目、数量は、交付要綱の別表（６～７ページ）記載

原則、必要数に達している資機材の購入費は補助できません。
補助率：４分の３ 補助額：右表の通り

３ 防火井戸等修繕設置事業 希望制
補助対象：・自主防災会で維持管理する 防火井戸（※）、防火水槽（※）の修繕に要する経費

※消防法上の消防水利に指定されていないものが対象です。
・防災用井戸の新設に要する経費

補助率：４分の３ 補助額：上限30万円

４ 新規チャレンジ事業 希望制
補助対象、補助額：右表の通り

補助率：10分の10

限度額補助対象
100,000円ア 避難所開設運営訓練
50,000円イ 防災マップ等作成
50,000円ウ 家庭内対策の地域一体的推進
50,000円エ 防災リーダー等活動支援
50,000円オ 女性防災役員の組織化及び参加の促進
50,000円カ その他自主防災会の行う防災関連事業

限度額自主防災組織
加入世帯数（R8.4.1現在）

100,000円500世帯以下
200,000円501世帯～1,000世帯
300,000円1,001世帯～2,000世帯
400,000円2,001世帯～3,000世帯
500,000円3,001世帯以上


